
地区運営計画認定審査会議開催要綱 

 

平成 26 年８月１日 

 

（目的） 

第１条 「大阪市エリアマネジメント活動促進条例」（以下「条例」という。）第２条

第１項及び第３条第１項の規定により市長が地区運営計画の認定等を行うにあた

り、「大阪市エリアマネジメント活動促進条例にかかる実施要領」第３条第４項及び

第４条第４項の規定により外部有識者の意見を聴取することを目的として、「地区運

営計画認定審査会議」（以下「会議」という。）を開催する。 

 

（会議事項） 

第２条 会議において、外部有識者から意見聴取する事項は次に掲げる事項とする。 

（１）条例第２条及び第３条の地区運営計画の認定等に際して必要となる事項 

（２）その他エリアマネジメント団体が実施する認定整備等に関する必要な事項 

 

（会議の委員） 

第３条 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する優れた識見と豊富な実績を有する

者のうちから市長が委嘱する。 

 

（座長） 

第４条 会議の座長は、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理す

る。 

４ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めること

ができる。 

 

（守秘義務） 

第５条 会議の委員及び前条第４項に規定する者は、その職務及び会議の過程におい

て知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただ

し、本市が公表した情報及び会議が公表した情報については、この限りでない。 

 

（開催期間） 

第６条 会議は条例第２条第１項及び第３条第１項の規定に基づく地区運営計画の認

定等を受けたエリアマネジメント団体が都市利便増進施設の一体的な整備又は管理

を行う期間中開催する。 

 

（会議の公開） 

第７条 会議は、審議会等の設置及び運営に関する指針第７の１（１）イに該当する



ため、非公開とする。 

 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、計画調整局において処理する。 

 

（細則） 

第９条 この要綱に定めのない事項については、座長が会議に諮って定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年 11 月１日から施行する。 

 

 

 


